
鳥取県ふるさと納税受付等業務仕様書 

 

１ 業 務 名  鳥取県ふるさと納税受付等業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業 務 概 要 

  鳥取県に対するふるさと納税制度を活用した寄附金（以下「ふるさと納税」という。）の受付

等を行う。 

 

３ 委託期間   契約締結日から令和７年６月３０日まで 

※ただし、本業務の開始は、令和４年７月１日からとする。なお、契約締結日から令和４年６月

３０日までは、本業務の開始に必要な事前準備の期間であり、その間に発生する費用等は全て受

託者の負担とする。 

４ 前提条件 

  鳥取県（以下「本県」という。）が利用している（利用予定を含む）インターネット上におい

て運営されているふるさと納税ポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）及び郵便

振替での寄附受付を前提とした業務遂行が可能であること。 

 

５ 業 務 内 容 

（１）ふるさと納税による寄附の受付、寄附者情報の管理に関すること 

（２）ふるさと納税のお礼の品に関すること 

（３）寄附金受領証明書等の寄附者への配布物の作成及び送付に関すること 

（４）ふるさと納税パンフレットの作成等に関すること 

（５）その他ふるさと納税に関する業務（寄附増加につながる取組等） 

 

６ 設備等 

  本業務の遂行に必要な設備（パーソナルコンピューター及びプリンター等）及び消耗品等の

物品については、受託者が準備すること。 

 

７ 業務執行上の留意点 

（１）本業務の遂行に当たっては、この仕様書のほか、別に定める「鳥取県ふるさと納税受付等

業務内容」に従い、寄附促進及び鳥取県のＰＲを推進する窓口としての役割を踏まえ、全て

受託者の責任において対応すること。 

（２）寄附受付開始以前に申込みがあった寄附者情報を、事業開始後に申込みがあった寄附者情

報と同様に扱えるようにすること。 

（３）本業務の遂行に関する苦情については、受託者において責任をもって対応し、その内容を

本県に報告すること。 

（４）本業務の遂行に当たり本県又は第三者に損害を与えた場合は、本県の責めに帰すべき理由

により生じたものを除き、受託者が当該損害額を負担すること。 

（５）委託期間の満了又は契約の解除により、本業務の受託者が変更になった場合は、新たな受

託者に対し、責任を持って業務を引き継ぐこと。 

 

８ 権利義務の譲渡等の禁止 

  受託者は、本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はそ

の権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ本県の承認を得た場合は、

この限りでない。 

 

９ 秘密の保持 

（１）受託者は、本業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は本県の承認を受け

ないで資料等を第三者に閲覧させてはならない。 

（２）受託者は、業務従事者並びに１１の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそ

れらの使用人（以下「従事者等」という。）に対して、（１）の規定を遵守させなければなら



ない。 

（３）本県は、受託者が（１）及び（２）の規定に違反し、本県又は第三者に損害を与えた場合

は、受託者に対し契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 

（４）（１）から（３）までの規定は、本業務に係る契約期間の満了後又は契約解除後も同様とす

る。 

 

１０ 個人情報の保護 

（１）受託者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取扱

業務委託契約特記事項」及び別記２「特定個人情報等取扱業務委託契約特記事項」（以下、別

記１と別記２をあわせて「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

（２）受託者は、従事者等に対して､特記事項を遵守させなければならない。 

 

１１ 再委託の禁止 

受託者は、本県の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 

 

１２ 調査等 

  本県は、必要があると認めるときは、本業務の処理状況について調査し、受託者に対して報

告を求めることができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならない。 

 

１３ 仕様書遵守に要する経費 

  この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。 

 

１４ その他 

  この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、本県と

受託者が協議して定めるものとする。 

 



別記１ 

個人情報取扱業務委託契約特記事項 

 

（個人情報の取扱い） 

第１ 受注者は、この調達に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の

権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この調達に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らし

てはならない。 

２ 受注者は、この調達に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事してい

る者又は従事していた者が、当該調達に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、

他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この調達に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様と

する。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第３ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、

受託業務の目的の範囲内で行うものとする。 

（第三者への提供制限） 

第４ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録され

た資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複製、複写の禁止） 

第５ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録され

た資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（個人情報の適正管理） 

第６ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録され

た資料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければ

ならない。 

（提供資料等の返還等） 

第７ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録され

た資料等を、業務完了後速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示し

たときは、当該方法によるものとする。 

（事故報告義務） 

第８ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録され

た資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指

示に従わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第９ 発注者は、受注者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたとき

は、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 



別記２ 

特定個人情報等取扱業務委託契約特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、本契約に基づき委託された業務を実施するにあたっては、特定個人情報等の

漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために必要かつ適切な措置を講じな

ければならない。 

 

（定義） 

第２条 本契約で使用する用語の定義等については、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法

律第 57 号。以下「法」という。）及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。）その他の法令上の定義

等に従い、次の表のとおりとする。 

用語 定義等 

個人データ等 法第２条第１項に定める個人情報のうち、法第２条第４項に規

定する個人データ及び県と受注者で協議の上、特に合意して定

めた情報をいう。 

個人番号 番号法第７条第１項又は第２項の規定により、住民票コードを

変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載され

た住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。 

特定個人情報 個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら

れる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のも

のを含む。番号法第７条第１項及び第２項、第８条並びに第67

条並びに附則第３条第１項から第３項まで及び第５項を除

く。）をその内容に含む個人情報をいう。 

特定個人情報等 個人番号及び特定個人情報をいう。 

特定個人情報ファイル 個人番号をその内容に含む個人情報ファイル（番号法第２条第

４項に規定する個人情報ファイル）をいう。 

個人番号利用事務 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を

処理する者が番号法第９条第１項又は第２項の規定によりそ

の保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的

に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用し

て処理する事務をいう。 

個人番号関係事務 番号法第９条第３項の規定により個人番号利用事務に関して

行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務を

いう。 

個人番号利用事務実施者 個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部

又は一部の委託を受けた者をいう。 

個人番号関係事務実施者 個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部

又は一部の委託を受けた者をいう。 

 

（特定個人情報等の取扱いの委託） 

第３条 県は、受注者による本契約業務の遂行上必要な最小限度において、特定個人情報等の取

扱いを受注者に委託するものとする。 

 

（特定個人情報等の秘密保持等） 

第４条 受注者は、本契約業務を処理するために知り得た特定個人情報等の内容を他に漏らして



はならない。 

２ 受注者は、県の事前の承認があった場合を除き、本契約業務を処理するため県から提供され

た特定個人情報等が記録された資料等を加工、複写又は複製してはならないものとし、また、

第７条に定める再委託先が本契約業務の遂行上必要な最小限度において、特定個人情報等を取

り扱う場合を除き、第三者に提供、開示してはならないものとする。 

３ 受注者は、自己の役員及び従業員（直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮

監督を受けて本契約業務に従事する者をいう。）に対し、特定個人情報等に関する秘密保持義

務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。 

 

（安全管理措置） 

第５条 受注者は、本契約業務の遂行にあたり、特定個人情報等の漏えい、滅失又はき損（以下

「漏えい等」という。）の防止のために合理的と認められる範囲内で、個人情報保護委員会が

作成する特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）

（平成26年12月18日）及び鳥取県特定個人情報の管理に関する要綱（平成28年3月31日付第

201500199531号総務部長通知）に従い、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために

必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という。）を講じなければならない。 

２ 受注者は、県と協議の上で、特定個人情報等の授受担当者、授受媒体、授受方法、授受記録

の方法及び取扱い場所等を定め、書面により県に報告しなければならない。 

３ 受注者は、県の事前の書面による承諾なしに、前項に定める特定個人情報等の取扱い場所か

ら、特定個人情報等を持ち出してはならないものとする。 

 

（管理、監督、教育） 

第６条 受注者は、前条に定める安全管理措置を徹底するため、本契約業務の遂行にあたり特定

個人情報等の取扱いに関する管理責任者及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）

を定め、書面によりあらかじめ県に報告しなければならない。管理責任者及び業務従事者（以

下「業務従事者等」という。）を変更する場合も同様とする。 

２ 受注者は、業務従事者等に対して本契約において業務従事者等が遵守すべき事項等について

必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。 

 

（再委託の取扱い） 

第７条 受注者は、特定個人情報等の取扱いについて、第三者に再委託をしてはならない。ただ

し、本契約業務の遂行上やむをえず特定個人情報等の取扱いの全部又は一部を第三者（以下「再

委託先」という。）に再委託する必要がある場合には、再委託先（再委託先が更に第三者に委

託した場合にはその末端までの委託先を含む。以下同じ。）について、書面により事前に県に

申請し、県の承認を得た場合に限り再委託することができるものとする。 

２ 前項の場合、受注者は自らの責任において、再委託先に対して、本契約で定められている受

注者の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 

（報告、実地調査） 

第８条 県は、受注者における本契約の遵守状況（安全管理措置の実施状況を含む。）を確認す

るために必要な限度において、報告、資料の提出又は実地調査の受入れを求めることができる。

この場合、受注者は、事業の運営に支障が生ずるときその他の正当な理由がある場合を除き、

県の求めに応じるものとする。 

 

（改善の指示） 

第９条 県は、前条による報告、資料の提出を受け、又は実地調査を実施した結果、受注者にお

いて特定個人情報等の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、

その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を指示するものとする。 



２ 受注者は、前項の指示を受けたときは、安全管理措置の改善について、県の指示に従わなけ

ればならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第 10 条 受注者は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあると判

断したときは、直ちに県に報告するものとする。このとき、県及び受注者は、事故の拡大及び

再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。 

２ 前項の場合において、県及び受注者が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状況、

事故によって特定個人情報等の本人が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容及び規模等に鑑

み、県受注者協議の上、定めるものとする。 

 

（損害賠償） 

第 11 条 受注者は、自己の責めに帰すべき事由により、本契約に違反して、特定個人情報等の漏

えい等の事故が発生し、県又は第三者に損害が生じた場合、本契約に従ってこれを賠償する責

任を負うものとする。 

 

（有効期間） 

第 12 条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から本契約業務の終了の日までとする。 

２ 前項の定めにかかわらず、第４条、第７条、第 11 条及び第 13 条は、本契約終了後も有効に

存続するものとする。 

 

（特定個人情報等の返還・廃棄等） 

第13条 受注者は、本契約業務が終了したとき、又は県の求めがあった場合は、直ちに県から取

扱いを委託された特定個人情報等（その複製物を含む。）の全部又は一部を県に返還するもの

とする。ただし、県から別段の指示があるときは、その指示に従い廃棄又はその他の処分をす

るものとする。 

２ 受注者は、県から委託された個人番号、特定個人情報もしくは特定個人情報ファイルを削除

する場合又は電子媒体等を廃棄する場合には、県受注者協議によりその方法、期限等を決定し

た上で、受注者の責任で削除又は廃棄するものとし、削除又は廃棄が完了した場合には、県に

対して書面によりその旨報告するものとする。 

 


